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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　錠箱のフロント板に垂直な前後方向に移動可能に案内され、斜面を形成したラッチヘッ
ドがフロント板から突出する前方に付勢されると共に、後端に係合突片を形成したラッチ
ボルトと、このラッチボルトの近傍において前後方向に移動可能に案内され、上記ラッチ
ボルトの係合段部に前方から係合可能な第１突部を突設すると共に、前方に付勢されたス
ライダと、このスライダに一体に結合され、ダルマと一体かつ同軸に結合されたピニオン
ギアと噛み合い係合をするラック板と、ラッチボルトに関してスライダと反対側に配設さ
れた、前後方向に延在するレバー体であって、後端を錠箱の側板に平行な平面内で回動可
能に支承されると共に、前端がラッチヘッドの段部と係合する方向に付勢され、また、後
端部にラッチボルト側に突出する突片を一体に形成した衝止レバーと、この衝止レバーと
共にラッチボルトを挟むように配設された、全体の形状がＬ字形のレバー体で、前端を錠
箱の側板に平行な平面内で回動可能に支承されると共に、前端部のスライダ側に、スライ
ダに突設された第２突部と係合する係合凹部を形成し、また、自由端を、ラッチボルトを
跨ぐようにして、衝止レバーの突片に後方から係合可能に臨ませた解錠レバーと、上記衝
止レバーの後端付近において、中央部を錠箱の側板に平行な平面内で回動可能に支承され
、一端にラッチボルトの係合突片と係合する係合端を形成し、他端にトリガーボードの移
動軌跡と干渉する解除端を形成すると共に、係合端がラッチボルトの係合突片に近接する
方向に付勢されたラッチストッパーと、扉開放時における衝止レバーの抑圧手段とを有す
ることを特徴とする自動施錠錠。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動施錠錠に係り、特に、作動が円滑で信頼性を向上させた自動施錠錠に
関する。
【背景技術】
【０００２】
自動施錠錠は、シリンダ錠を解錠させる動作でデッドボルトを兼ねるラッチボルトを錠箱
内に引込ませ、しかもそのラッチボルトの錠箱内に引込んだ状態を一時的に保持でき、ノ
ブやハンドルを操作することなく扉を開けることができる。
【０００３】
　そして、入室後合鍵を施錠方向に回して鍵孔から抜けば、ドアクローザにより、或いは
手動により閉扉することにより、自動的に施錠がなされる錠前で、例えば寮やマンション
の通用口等に装着される。
【０００４】
　従来の自動施錠錠は、例えば図１に示すように、錠箱１内において回動可能に支承され
、図示しないシリンダ錠のテールピースに連結された通常ダルマと称されるボルト操作部
材２を設ける。
【０００５】
　そして、このダルマ２にその半径方向に延伸する作動アーム３を一体に結合し、解錠時
シリンダ錠の合鍵を図１で反時計方向に回動させることにより、作動アーム３の先端部に
植設された駆動ピン４を錠箱内方に移動させ、これをデッドボルトを兼ねるラッチボルト
５の係合突部６と係合させることにより、ラッチボルト５を錠箱内に引込ませる構造であ
る。
【０００６】
　なお、上記したラッチボルトの錠箱内に引込んだ状態を一時的に保持する機構について
は、本発明と同様であるから、重複を避けるため後に述べる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図１に例示した従来の自動施錠錠は、勿論所期の機能を発揮して従来実用されてきてい
るが、ラッチボルト５を錠箱内に引込ませる距離がかなり大きいので、必然的にダルマ２
の中心と駆動ピン４との距離を大きくして作動工程を稼がねばならず、そのため合鍵、す
なわち手指に感じる抵抗トルクが大きくなって機構が重く感ぜられる。
【０００８】
　また、作動アーム３とラッチボルトの係合突部６との係合は、要するにレバーとレバー
の係合であるから、ダルマ２の回動角度とラッチボルト５の移動距離が線形的に比例する
わけではなく、また、駆動ピン４と係合突部６との間に必然的に滑りが必要であるから、
結局力の伝達機構として原理上作動が円滑ではなく、未だ改良の余地がある。
【０００９】
　そこで、この発明は、従来のものを改良し、作動が円滑で信頼性を向上させた自動施錠
錠を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記の目的を達成するため、この発明は、錠箱のフロント板に垂直な前後方向に移動可能
に案内され、斜面を形成したラッチヘッドがフロント板から突出する前方に付勢されると
共に、後端に係合突片を形成したラッチボルトと、このラッチボルトの近傍において前後
方向に移動可能に案内され、上記ラッチボルトの係合段部に前方から係合可能な第１突部
を突設すると共に、前方に付勢されたスライダと、このスライダに一体に結合され、ダル
マと一体かつ同軸に結合されたピニオンギアと噛み合い係合をするラック板と、ラッチボ
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ルトに関してスライダと反対側に配設された、前後方向に延在するレバー体であって、後
端を錠箱の側板に平行な平面内で回動可能に支承されると共に、前端がラッチヘッドの段
部と係合する方向に付勢され、また、後端部にラッチボルト側に突出する突片を一体に形
成した衝止レバーと、この衝止レバーと共にラッチボルトを挟むように配設された、全体
の形状がＬ字形のレバー体で、前端を錠箱の側板に平行な平面内で回動可能に支承される
と共に、前端部のスライダ側に、スライダに突設された第２突部と係合する係合凹部を形
成し、また、自由端を、ラッチボルトを跨ぐようにして、衝止レバーの突片に後方から係
合可能に臨ませた解錠レバーと、上記衝止レバーの後端付近において、中央部を錠箱の側
板に平行な平面内で回動可能に支承され、一端にラッチボルトの係合突片と係合する係合
端を形成し、他端にトリガーボードの移動軌跡と干渉する解除端を形成すると共に、係合
端がラッチボルトの係合突片に近接する方向に付勢されたラッチストッパーと、扉開放時
における衝止レバーの抑圧手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　上記のように構成された請求項１に記載の発明は、合鍵と一体のダルマの回動を、伝達
効率の高いピニオンギアとラック板との係合を介してラッチボルトの直線的な動きに変換
しているので、作動が極めて円滑であり、また、ダルマの全角度位置において抵抗トルク
が一定で使い勝手が良い。
【００１２】
　また、ピニオンギアのピッチ円半径を小さくすることができるので、ラッチボルトを引
込ませる力を充分に確保した上で、合鍵を回すトルクを半減させることができる、等種々
の効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
従来の自動施錠錠のダルマとラッチボルトとの間のレバー駆動装置をピニオンギアとラッ
クに置き換えたので、駆動機構が合理的に改良された結果、作動が極めて円滑になり、ま
た、作動力を半減させることができた。
【実施例１】
【００１４】
　以下、図２乃至図１２を参照してこの発明の実施例を説明する。
　図２において符号５はラッチボルトの全体を示し、このラッチボルト５は、図２乃至図
４に示すように、斜面を形成したラッチヘッド７、ラッチ軸８（図２及び図４参照）、及
び断面形状が略コ字形のラッチボード９を一体に結合してなる。
【００１５】
　上記した構成のラッチボルト５は、ラッチヘッド７が嵌合するフロント板１１の開口、
及び図示しない案内部材により、錠箱のフロント板に垂直な前後方向に移動可能に案内さ
れている。
【００１６】
　そして、ラッチばね１２（図２参照）の弾力により、フロント板１２から突出する前方
に付勢されているが、ラッチボルトに外力が作用しない常態においては、ラッチボード９
の前端部がフロント板１２の裏面に係止されて図２に示す突出位置を保つ。
【００１７】
　なお、ラッチボード９の上面には係合段部１３（図３及び図４参照）が形成されており
、また、ラッチボード９の後端部下方には、下向き三角形の係合突片１４が一体に形成さ
れている。
【００１８】
　上記した構成のラッチボルト５の上方における近傍には、スライダ１５が前後方向に移
動可能に案内されている。
【００１９】
　このスライダ１５は、図５及び図６に示すように、大体の形状が偏平なブロック体で、
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その両側に形成された細長い案内ブロック１６、１６を錠箱の側板に開口した図示しない
案内孔に摺動可能に係合させることにより、前後方向に移動可能に案内されている。
【００２０】
　また、スライダ１５の下面には、上記ラッチボルトの係合段部１３（図４参照）に前方
から係合可能な第１突部１７が一体に突設されている。
【００２１】
　更にまた、スライダ１５の後端にはばね掛けピン１８（図５及び図６参照）が突設され
ており、このばね掛けピン１８と錠箱１の背面との間に弾装された圧縮コイルばねとして
のスライダばね１９（図２参照）の弾力により、スライダ１５は前方に付勢されている。
【００２２】
　加えて、スライダ１５の図２において手前側の側面前端部には、前方を彫り込む、とい
う態様で第２突部２１（図５及び図６参照）が形成されている。この第２突部２１は、後
述の解錠レバーの回動を制御するもので、その作用については後に述べる。
【００２３】
　また、図２、図５及び図６に示すように、スライダ１５の上面にはラック板２２が一体
に結合されており、このラック板２２は、前ダルマ２と一体かつ同軸に結合された扇形の
ピニオンギア２３と噛み合い係合している。
【００２４】
　なお、図示の実施例では、ラック板２２は断面Ｌ字形のラック板（図６で左側）と、こ
の左側のラック板の下端縁に更に垂直な板を一体に結合したラック板とを背中合わせにし
て溶接により一体に結合したものを、スライダ１５にかしめ付けてある。
【００２５】
　一方、図２に示すように、ラッチボルト５に関してスライダ１５とは反対側には衝止レ
バー２４が配設されている。
【００２６】
　この衝止レバー２４は、前後方向に延在するレバー体であって、後端を錠箱の側板に平
行な平面内で回動可能に支承されている。
【００２７】
　また、この衝止レバー２４は、その後端の支軸に巻装された捩りコイルばねとしての衝
止レバーばね２５の弾力により、前端がラッチヘッド７の段部と係合する方向に付勢され
ている。
【００２８】
　図２は衝止レバー２４の前端がラッチヘッド７の段部と係合している施錠状態を示し、
この施錠状態では、ラッチボルト５を錠箱内に引っ込めて解錠しようとしても、この衝止
レバー２４に衝止されて引っ込めることができないので、施錠状態が保たれる。
【００２９】
　更にまた、この衝止レバー２４の後端部には、ラッチボルト側（図２で上方）に突出す
る突片２６が一体に形成されている。
【００３０】
　他方、ラッチボルト５の上方には、衝止レバー２４と共にラッチボルトを挟むようにし
て、全体の形状がＬ字形のレバー体である解錠レバー２７が配設されている。
【００３１】
　この解錠レバー２７は、ラッチボルト５の上方においてほぼ水平に延在する部分の前端
を錠箱の側板に平行な平面内で回動可能に支承されると共に、前端部のスライダ側、すな
わち上方の側端縁に、前記スライダの第２突部２１と係合する係合凹部２８（図８参照）
が形成されている。
【００３２】
　また、解錠レバー２７の上記水平部分の後端部から下方に分岐した部分を、ラッチボル
ト５を跨ぐようにして下方に延伸させ、その自由端を衝止レバーの突片２７に後方から係
合可能に臨ませている。
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【００３３】
　また、上記衝止レバー２４の後端付近にはラッチストッパー２９が配設されている。
【００３４】
　このラッチストッパー２９は、中央部を錠箱の側板に平行な平面内で回動可能に支承さ
れ、一端（図２で右端）にラッチボルトの係合突片１４と係合する係合端３１を形成し、
他端にトリガーボード３２の移動軌跡と干渉する解除端３３を形成している。
【００３５】
　なお、このトリガーボード３２の前端にはトリガーヘッド３５が突設されており、圧縮
コイルばねとしてのトリガーばねの弾力により前方に付勢されている。
【００３６】
　また、トリガーボード３２の前端部には、図９に示すように、図で手前側に突出するよ
うにカム駆動ピン３７が植設されており、このカム駆動ピン３７は、衝止レバー２４の裏
面側に一体に結合された制御カム３８の細長いカム面に摺接可能に当接している。
【００３７】
　上下方向において拘束されたカム駆動ピン３７に対し、衝止レバーと一体の制御カム３
８は時計方向に付勢されているから、後者は前者に弾接する関係となる。
【００３８】
　ラッチストッパーに戻って、上記したラッチストッパー２９は、支軸に巻装されたスト
ッパーばね３４の弾力により、図２で反時計方向に付勢されているが、図示しない停止部
材により、常態においては図２に示す角度位置を保っている。
【００３９】
　なお、図示の実施例では、ラッチストッパーの係合端３１は、図面を明瞭にするため付
番しない受けピンとばね掛けピンの間の間隙を受け部としている。
【００４０】
　上記のように構成された請求項１に記載の発明は、施錠状態においては、図２に示すよ
うに、ラッチヘッド７は扉枠のストライク孔に投入され、その投入状態は衝止レバー２４
によって保持されていることは前記した通りである。
【００４１】
　また、ラッチボード９の前記係合段部１３（図４）とスライダー１５の第１突部１７（
図５及び図６）との間には所定の間隙が保たれている。
【００４２】
　そのため、例えばマンションの通用口を通るためシリンダ錠に合鍵を挿入してこれを解
錠方向に回すと、ラック板２２とピニオンギア２３との噛み合わせが動き、スライダ１５
は後方に移動する。
【００４３】
　上記したように係合段部１３と第１突部１７との間には間隙があるので、この間隙分ス
ライダ１５はラッチボルト５と独立に移動できる。
【００４４】
　その結果、図７に示すように、スライダの第２突部２１が解錠レバー２７の係合凹部２
８から抜け出て、解錠レバー２７の水平部分の上端縁に乗り上がる。
【００４５】
　同時に、解錠レバーの下方の自由端が衝止レバー２４の突片２６を前方に押動するので
、衝止レバー２４は反時計方向に僅かの角度回動し、その先端がラッチヘッドの移動軌跡
外に移動してラッチボルト５は自由になる。換言すれば、この自動施錠錠が解錠される。
【００４６】
　また、スライダの第１突部１７がラッチボードの係合段部１３に当接し、以後スライダ
が後方に移動すると、ラッチボルト５も一体的に後方に移動することにになる。
【００４７】
　なお、上記したようにスライダの第２突部２１が解錠レバー２７の係合凹部２８から抜
け出て、解錠レバー２７の水平部分の上端縁に乗り上がったとき、この上端縁が水平にな
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るように各部の形状、寸法が設定されているものとする。
【００４８】
　そのため、更にダルマ２を解錠方向に回動させると、解錠レバー２７の角度位置を図７
に示す位置に保ったまま、換言すれば衝止レバー２４を解錠角度に位置に保ったまま、ス
ライダ２とラッチボルト５とは一体的に後方に移動する。
　換言すれば、合鍵の回動角度に比例してラッチボルト５は錠箱内に引込んでいく。
【００４９】
　同時に、ラッチボルトの係合突片１４も後方に移動し、これがラッチストッパーの係合
端３１の左側のピンに当接するに致り（図示せず）、係合突片１４の後方の傾斜端縁とピ
ンとの間に生じる楔作用により、係合突片１４はラッチストッパーの係合端を下方に押動
する。
【００５０】
　そして、ラッチヘッド７が完全に錠箱内に引込むと、図８に示すように、係合突片１４
がラッチストッパーの係合端に乗り上がり、ラッチボルト５はラッチストッパー２９に係
止される。
【００５１】
　この状態では合鍵を反対方向に回しても解錠状態が保持されるので、そのまま合鍵を介
して、或いは合鍵を施錠角度位置に戻して、扉を押動しつつ開ける。
【００５２】
　なお、合鍵を施錠角度位置に戻すと、図９に示すように、解錠レバー２７の下方の自由
端と衝止レバーの突片２６との係合が外れ、衝止レバー２４は自由になるが、その前端が
ラッチヘッド７の下面に当接して解錠角度位置を保つ。
【００５３】
　例えば合鍵を施錠角度位置に戻して扉面を押動して扉を開けると、図９に示すように、
トリガーヘッド３５が前方に移動し、トリガーボード３２の後端部がラッチストッパーの
解除端と当接するに致る。
【００５４】
　更に扉を開けると、図１０に示すように、ラッチボード３２がラッチストッパーの解除
端３３を前方に押動し、ラッチストッパー２９を時計方向に回動させる結果、係合突片１
４が解放される。
【００５５】
　そのため、図１１に示すように、ラッチばね１２及びトリガーばね３６（何れ図２参照
）の弾力により、ラッチボルト５及びトリガー３２は前方に突出する。　　　
【００５６】
　同時に、トリガーボード３２と一体の前記カム駆動ピン３７が前上がりの制御カム３８
との係合を介して衝止レバー２４の前端部を下方に抑圧しているので、衝止レバーの先端
がラッチヘッド７の段部と係合することはない。換言すれば、扉を開けるときには自動的
に施錠されることはない。
【００５７】
　上記のようにして扉を解放し、例えばマンションの通用口を通過した後、扉を閉めると
、ラッチヘッド７の斜面が扉枠に当接し（図示せず）、以降更に扉を閉めると、図１２に
示すように、ラッチヘッド７及びトリガーヘッド３５と扉枠との間に生じる楔作用により
、両者は錠箱１内に押込まれ、同時に、カム駆動ピン３７が制御カム３８を後方に滑って
衝止レバー２４を自由にする。
【００５８】
　完全に扉が閉まると、ラッチボルト５がラッチばねの弾力によって扉枠のストライク孔
に投入され、同時にトリガーヘッド３５も錠箱内に押込まれて図２に示す施錠状態となる
。
【００５９】
　なお、フロント板と扉枠との間には通常３ミリから５ミリ程度の隙間（チリ）があるか
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ら、図２に示すようにトリガーヘッド３５が完全に錠箱内に押込まれることはなく、また
、図８及び図９に示すようにラッチボルト５も錠箱内に押込まれることはないので、ラッ
チボルトがラッチストッパー２９に係止されてしまうこともない。
【実施例２】
【００６０】
　なお、本発明は図示の実施例に限定されることなく種々に変形して実施することができ
る。
【００６１】
　例えば、扉開放時における衝止レバーの抑圧手段として、図示の実施例はカム駆動ピン
３７と制御カム３８の組を採用するものとしたが、これは、トリガーヘッドの近辺に永久
磁石を、トリガーヘッドの前方への突出時永久磁石と整合する衝止レバーの下面に鉄片を
夫々装着することにより抑圧手段を構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】従来の自動施錠錠の側面図。
【図２】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図。
【図３】ラッチボルトの平面図。
【図４】ラッチボルトの側面図。
【図５】ラック板とスライダの側面図。
【図６】ラック板とスライダの背面図。
【図７】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図で、衝止レバーによる施錠を解い
た状態を示す。
【図８】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図で、合鍵を解錠方向に一杯に回動
させた状態を示す。
【図９】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図で、扉を開け始めた状態を示す。
【図１０】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図で、扉を開け、ホールドされて
いたラッチボルトを解放した状態を示す。
【図１１】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図で、扉を完全に開放し、ラッチ
ボルト及びトリガーヘッドが完全に突出した状態を示す。
【図１２】この発明の一実施例による自動施錠錠の側面図で、再び扉を閉め始めた状態を
示す。
【符号の説明】
【００６３】
　１　錠箱
　２　ダルマ
　３　ラッチボルト
　７　ラッチヘッド
　１１　フロント板
　１２　ラッチばね
　１３　係合段部
　１４　係合突片
　１５　スライダ
　１７　第１突部
　１９　スライダばね
　２１　第２突部
　２２　ラック板
　２３　ピニオンギア
　２４　衝止レバー
　２５　衝止レバーばね
　２６　突片
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　２７　解錠レバー
　２８　係合凹部
　２９　ラッチストッパー
　３１　係合端
　３２　トリガーボード
　３３　解除端
　３４　ストッパーばね
　３５　トリガーヘッド
　３６　トリガーばね
　３７　カム駆動ピン
　３８　制御カム
　３９　抑圧手段

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】
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